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1. 地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォームウェブサイト

でできること 
地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム（以降、「プラットフォーム」という。）で

は、ＳＤＧｓの達成・地域課題の解決に向けた官民連携マッチング支援を行っています。安心

してご利用いただくために、一部のサービス利用を会員に限定しております。ログインしてご

利用ください。 

本書では、会員活動の手引きに記載のある「普及促進活動」、「マッチング支援」、「分科

会開催」についてプラットフォームウェブサイト上（以降、「ウェブサイト」という。）で利

用可能な機能について解説します。 
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2. 普及促進活動 

2.1. 会員主催イベント・お知らせの掲載申請 

2.1.1. 会員主催イベントの掲載申請 
会員は、会員主催イベント（主催又は共催する講演会・講習会等のイベント（以下「会員主

催イベント」という。））について、マイページ内「イベント・お知らせ登録・管理」より、

ウェブサイトへの掲載申請が可能です。掲載を希望する場合は、イベント開催日の１カ月前ま

でに申請してください。(応募・申請期限を定めて事例・作品などの収集等を目的に行うイベン

トは応募・申請期限の１カ月前まで) 

なお、掲載は１イベントにつき１回限りとします。 

また、申請後、ウェブサイト上では申請の取下げや申請・掲載内容の修正・削除を行うこと

はできませんので、内容をよくご確認の上申請してください。 

 

 

 

以下、登録・管理画面で、「各種掲載申請」をクリックすると、会員主催イベント/分科会か

らのお知らせ掲載申請画面に遷移します。  
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イベント・お知らせ掲載申請画面にて、「会員主催イベント」を選択し、各項目を入力して

ください。 

 

掲載区分は「会員主催イベント」を選択してください。「分科会からのお知らせ」を選択

し、申請した場合は非承認となり、再申請が必要です。 

必要情報の入力完了後、画面下部の「確認画面へ進む」をクリックしてください。登録内容

確認画面にて、掲載申請内容を確認の上、画面下部の「登録する」をクリックしてください。 

内容を登録すると申請完了となります。 

申請直後は、イベント掲載申請のステータスが「未承認」となります。運営事務局にて、申

請内容が地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム規約及び地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラ

ットフォームサイト利用規約を順守していること等を確認の上、申請内容を承認し、ウェブサ

イトに掲載します（イベント掲載申請のステータスを運営事務局が変更した際はメールにて通

知されます。）。 

https://future-city.go.jp/data/pdf/platform/platform1.pdf
https://future-city.go.jp/sdgs/platform_kiyaku.html
https://future-city.go.jp/sdgs/platform_kiyaku.html
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ウェブサイトへの掲載は、イベント掲載申請のステータスが「承認」となっていることをご

確認の上、「イベント・お知らせ」内、「会員主催イベント等」よりご覧ください。 

掲載された「会員主催イベント」は、メールマガジンにて会員へ共有されます。 

なお、メールマガジンは不定期の配信のため、配信時期によってはイベント開催後の配信と

なる場合がありますので、掲載申請は期限に余裕をもって行ってください。 

 

（注意）イベント情報の掲載期間は、申請の承認後３カ月間です。３カ月を経過する

と、自動的に掲載終了となりますので、イベント開催日と掲載期間を十分ご確認の上、申

請してください。 

  



 

 

 

 

7 

 

2.1.2. 会員からのお知らせの掲載申請 
会員は、会員主催イベント以外に、発信したいＳＤＧｓに関する取組等について、ウェブサ

イトへの掲載申請が可能です（１トピックにつき１回限りとします）。 

※「会員からのお知らせ」はメールマガジンには掲載されません。 

イベント・お知らせ掲載申請画面にて、「会員からのお知らせ」を選択し、各項目を入力し

てください。 

 

 申請から掲載までの流れは「2.1.1 会員主催イベントの掲載申請」を参照してください。 

  

（注意）お知らせの掲載期間は、申請の承認後１年間です。１年を経過すると、自動的

に掲載終了となりますので、掲載期間を十分ご確認の上、申請してください。 

  



 

 

 

 

8 

 

3. マッチング支援 

3.1. 会員プロフィールの登録・更新 

3.1.1. 会員プロフィールの登録 
会員登録時の入力情報の一部が、自動的に「会員プロフィール」として登録されます。その

他に、登録が必須の項目があるため、マイページ内の「会員プロフィール管理」または「プロ

フィールの更新」から登録を行ってください。 

登録された会員プロフィールは、ウェブサイト上に掲載され、ウェブサイトのすべての利用

者が閲覧できるようになります。 

 

 

3.1.2. 会員プロフィールの更新 
登録した会員プロフィールは、随時更新することが可能です。 

ログイン後、マイページ内の「会員プロフィール管理」をクリックし、「編集する」よりプ

ロフィールの更新を行ってください。 

 

会員プロフィール編集画面にて、各項目を入力してください。 
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入力完了後、画面下部の「確認画面へ進む」をクリックしてください。 

 

登録確認画面にて、入力内容を確認の上、画面下部の「登録・更新する」をクリックしてく

ださい。更新内容は即時ウェブサイトに反映されます。ただし、内容に不適切な表現が含まれ

ている等の場合には、運営事務局にて非公開とする場合があります。 
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3.2. 課題の登録・更新 

3.2.1. 課題の登録 
マイページ内の「課題を登録する」をクリックし、登録してください。 

 

課題登録画面にて、各項目を入力してください。 

会員からの課題に関する質問等を公開掲示板（詳細は「3.6.1 公開掲示板の活用」参照）で

受け付けることが可能ですので、設置の有無を選択してください。 

入力完了後、画面下部の「確認画面へ進む」をクリックしてください。 
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登録内容確認画面にて、内容確認の上、画面下部の「登録・更新する」をクリックしてくだ

さい。 

内容確認後、すぐに登録しない場合は「一時保存」にて入力内容を保存可能です。また、

「画面を印刷する」から入力画面の印刷も可能です。 
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運営事務局にて、登録内容が地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム規約及び地方創生

ＳＤＧｓ官民連携プラットフォームサイト利用規約を順守していること等を確認の上、承認

し、ウェブサイトに掲載します（課題のステータスを運営事務局が変更した際はメールにて通

知されます。）。 

なお、掲載された課題は、メールマガジンにて会員に共有されます。 

掲載期限の切れた課題については、課題一覧に表示された状態のまま残りますが、民間団体

等からの提案や公開掲示板での質問等は受けられません。 

 

3.2.2. 課題の更新 
既に登録した課題を更新したい場合は、「課題・ソリューション登録・管理」から更新した

い課題を選択し、「編集する」より入力内容の更新を行ってください。

 

更新内容は運営事務局にて登録時と同様の確認を行いますので、確認が完了するまで一時的

に課題が非公開になります。 

 

3.2.3. 課題のフォロー（課題フォロー機能） 
課題フォロー機能は、１号会員（都道府県・市区町村）及び２号会員（府省庁）が、他の会

員が登録している課題について、類似の課題を抱えている、課題に共感できるなどの場合に、

その課題をフォローすることができる機能です。 

https://future-city.go.jp/data/pdf/platform/platform1.pdf
https://future-city.go.jp/sdgs/platform_kiyaku.html
https://future-city.go.jp/sdgs/platform_kiyaku.html
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課題をフォローすると、フォローした課題が自団体の課題として登録及びマイページに表示

されるとともに（課題一覧画面には公開されません）、「まとめて提案機能」（3.5.2を参照）

の対象となり、課題を一から登録せずに民間団体等からの提案を受けることが可能になります

。ただし、フォロー先の課題が非公開となった場合は、提案を受けられなくなります。 

 

「地域課題」をクリックし、課題一覧画面に遷移します。 

 

 

課題一覧画面から、フォローしたい課題の「課題をフォロー」をクリックしてください。 

 

確認画面が表示されますので、問題なければ「ＯＫ」をクリックしてフォローが完了します。

（フォロー先への通知は行われません。） 

 

フォローした課題は、自団体の課題としてマイページに表示されます。 

 

 



 

 

 

 

14 

 

 

 

フォローした課題に提案があれば、非公開掲示板で提案団体とやり取りができます。 

 

フォロー済みの課題は、フォローボタンが「フォロー済」のグレー表示となります。また、課

題一覧画面右上の「フォローした課題」にチェックを入れると、フォロー済みの課題のみを表

示させることも可能です。 

 

 

フォローを取り消したい場合は、課題一覧画面からフォローしている課題の「フォロー済」を

クリックすると確認画面が表示されますので、確認画面内の「フォローを取り消す」をクリッ

クすることでフォローを取り消すことができます。（フォロー先への通知は行われません。） 
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3.2.4. 他の会員の課題内容を引用した課題の登録（課題引用登録機能） 
課題引用登録機能は、他の会員が登録している課題と類似の課題を抱えている場合、他の会

員が登録している課題の内容を引用して自団体の課題を登録することができる機能です。 

ただし、引用した内容そのままでの登録はできませんので、自団体の課題として必要な修正

等を行ってください。 

 

「地域課題」をクリックし、課題一覧画面に遷移します。 

 

 

課題一覧画面から、引用したい課題をクリックしてください。 

 

 

 

 

課題詳細画面の、「この課題を引用して登録する」をクリックしてください。 
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確認画面が表示されますので、問題なければ「ＯＫ」をクリックしてください。 

（引用元への通知は行われません。） 
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課題登録画面にて、引用された項目を確認し適宜修正等をしてください。 

（引用した内容をそのまま登録することはできません。） 

入力完了後、画面下部の「確認画面へ進む」をクリックしてください。 

 

 

この後の流れは、「3.2.1 課題の登録」を参照してください。 
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3.3. ソリューションの登録・更新 

3.3.1. ソリューションの登録 
マイページ内の「ソリューションを登録する」をクリックし、登録してください。 

 

ソリューション登録画面にて、各項目を入力後、画面下部の「確認画面へ進む」をクリック

してください。 

会員からのソリューションに関する質問等を公開掲示板（詳細は「3.6.1 公開掲示板の活

用」参照）で受け付けることが可能ですので、設置の有無を選択してください。 

登録内容確認画面にて、内容確認の上、画面下部の「登録・更新する」をクリックしてくだ

さい。 

掲載までの流れは「3.2.1 課題の登録」を参考にしてください。 

運営事務局にて、登録内容が地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム規約及び地方創生

ＳＤＧｓ官民連携プラットフォームサイト利用規約を順守していること等を確認の上、承認

し、ウェブサイトに掲載します（ソリューションのステータスを運営事務局が変更した際はメ

ールにて通知されます。）。 

 

3.3.2. ソリューションの更新 
既に登録したソリューションを更新したい場合は、「会員プロフィール管理、課題・ソリュ

ーション登録・管理」から更新したいソリューションを選択し、「編集する」より入力内容の

更新を行ってください。 

更新内容は運営事務局にて登録時と同様の確認を行いますので、確認が完了するまで一時的

にソリューションが非公開になります。 

  

https://future-city.go.jp/data/pdf/platform/platform1.pdf
https://future-city.go.jp/data/pdf/platform/platform1.pdf
https://future-city.go.jp/sdgs/platform_kiyaku.html
https://future-city.go.jp/sdgs/platform_kiyaku.html
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3.4. 連携事例の登録・更新 

3.4.1. 連携事例の登録 
マイページ内の「連携事例を登録する」をクリックし、登録してください。 

 

連携事例登録画面にて、各項目を入力してください。 

入力完了後、画面下部の「プレビュー／一時保存」をクリックしてください。必須項目が未

入力でも、途中で一時保存が可能です。 

 

  



 

 

 

 

21 

 

プレビューを確認し、入力内容に問題がなければ「登録」、修正・変更を行う場合は「編

集」をクリックしてください。（一時保存の場合は「登録」ボタンは表示されません。） 

「印刷」でプレビュー画面を印刷することも可能です。 

 

 

 

運営事務局にて、登録内容が地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム規約及び地方創生

ＳＤＧｓ官民連携プラットフォームサイト利用規約を順守していること等を確認の上、承認

し、ウェブサイトに掲載します（連携事例のステータスを運営事務局が変更した際はメールに

て通知されます。）。 

 

  

https://future-city.go.jp/data/pdf/platform/platform1.pdf
https://future-city.go.jp/sdgs/platform_kiyaku.html
https://future-city.go.jp/sdgs/platform_kiyaku.html
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3.4.2. 連携事例の更新 
既に登録した連携事例を更新したい場合は、マイページ内の「連携事例登録・管理」から更

新したい課題を選択し、画面上部および下部の「編集」をクリックし入力内容の更新を行って

ください。 

更新内容は運営事務局にて登録時と同様の確認を行いますので、確認が完了するまで一時的

に連携事例が非公開になります。 
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3.5. 提案および提案依頼の登録・受信等 

3.5.1. 課題に対する提案の登録 
登録されている課題に対し、自団体のノウハウ等を活用した解決方法の提案が可能です。公

開掲示板が設置されている場合は、提案登録前に掲示板から課題に対して質問することができ

ます。（詳細は「3.6.1 公開掲示板の活用」を参照） 

提案を登録する際は、課題詳細画面下部の「提案登録」をクリックしてください。(ログイン

が必要です。) 

提案登録画面にて、各項目を入力の上、画面下部の「確認画面へ進む」をクリックしてくださ

い。なお、提案の記載例は、「利用ガイダンス（概要版）」を参照してください。 

https://future-city.go.jp/platform/download/data/manual_overview.pdf
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提案内容確認画面にて、内容確認し、画面下部の「登録する」をクリックしてください。 

運営事務局にて、提案内容が地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム規約及び地方創生

ＳＤＧｓ官民連携プラットフォームサイト利用規約を順守していること等を確認の上、承認

し、課題登録団体へ通知します（提案のステータスを運営事務局が変更した際はメールにて通

知されます。）。 

（注意）提案の有効期限は２カ月です。承認後２カ月以内に提案先からの返答がない場

合は、提案は自動的に取下げとなります。 

 

  

https://future-city.go.jp/data/pdf/platform/platform1.pdf
https://future-city.go.jp/data/pdf/platform/platform1.pdf
https://future-city.go.jp/sdgs/platform_kiyaku.html
https://future-city.go.jp/sdgs/platform_kiyaku.html
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3.5.2. 課題フォロー機能にかかるフォロー団体への提案（まとめて提案

機能） 
提案したい課題について、課題フォロー機能（3.2.3を参照）にかかるフォロー団体がある場

合は、課題登録団体及びフォロー団体を任意に選択して提案することが可能です。 

 

 

フォローされている課題の詳細画面下部の「提案登録」をクリックしてください。(ログインが

必要です。) 
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提案先を任意に選択しチェックを入れて各項目を入力の上、画面下部の「確認画面へ進む」を

クリックしてください。 

 

 

 

提案内容確認画面にて、内容確認し、画面下部の「登録する」をクリックしてください。 
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運営事務局にて、提案内容が地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム規約及び地方創生

ＳＤＧｓ官民連携プラットフォームサイト利用規約を順守していること等を確認の上、承認

し、課題登録団体へ通知します（提案のステータスを運営事務局が変更した際はメールにて通

知されます。）。 

（注意）提案の有効期限は２カ月です。承認後２カ月以内に提案先からの返答がない場

合は、提案は自動的に取下げとなります。 

 

（参考）まとめて提案機能によりフォロー団体に対して提案を行ったのち、フォロー団体が課

題のフォローを取り消すと、マイページ内「提案・依頼一覧」ではその課題への提案がグレー

表示となります。（フォローが取り消されても提案は有効のままです。） 

 

 

https://future-city.go.jp/data/pdf/platform/platform1.pdf
https://future-city.go.jp/data/pdf/platform/platform1.pdf
https://future-city.go.jp/sdgs/platform_kiyaku.html
https://future-city.go.jp/sdgs/platform_kiyaku.html
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3.5.3. ソリューションに対する提案依頼の登録 
登録されているソリューションを所有する団体へ、自団体が抱える課題の解決方法の提案依

頼が可能です。掲載されているソリューションについて、確認したい内容がある場合は、依頼

を登録する前に公開掲示板（詳細は「3.6.1 公開掲示板の活用」参照）を活用してください。 

依頼を登録する際は、ソリューション詳細画面下部の「依頼登録」をクリックしてくださ

い。(ログインが必要です。) 

 

依頼登録画面にて、各項目を入力の上、画面下部の「確認画面へ進む」をクリックしてくだ

さい。 

 

依頼内容確認画面にて、内容確認し、画面下部の「登録する」をクリックしてください。 
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運営事務局にて、依頼内容が地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム規約及び地方創生

ＳＤＧｓ官民連携プラットフォームサイト利用規約を順守していること等を確認の上、承認

し、ソリューション登録団体へ通知します（依頼のステータスを運営事務局が変更した際はメ

ールにて通知されます。）。 

（注意）依頼の有効期限は２カ月です。承認後２カ月以内に依頼先から返答がない場合

は、依頼は自動的に取下げとなります。 

  

https://future-city.go.jp/data/pdf/platform/platform1.pdf
https://future-city.go.jp/data/pdf/platform/platform1.pdf
https://future-city.go.jp/sdgs/platform_kiyaku.html
https://future-city.go.jp/sdgs/platform_kiyaku.html
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3.5.4. 提案および提案依頼に対する検討結果の受信 
相手方が、「提案」または「提案依頼」の内容を確認した後、非公開掲示板を使って具体的

な内容について問い合わせを行うことがあります。非公開掲示板については、「3.6.2 非公開

掲示板の活用」を参照してください。 

相手方が、「提案」または「提案依頼」に関する検討を開始した際には、ステータスを「検

討中」に変更することがあります。また、検討結果については、ステータスが「意見交換希

望」、「見送り（提案の場合）」または「辞退（依頼の場合）」に変更されます。提案のステ

ータスは、「マイページ」の「提案・依頼一覧」より確認することができます。なお、ステー

タスが「見送り」または「辞退」の状態になると、非公開掲示板への投稿はできなくなりま

す。 

 

※画面イメージは提案依頼のものです。 
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3.5.5. 提案および提案依頼の受信・検討結果の回答 
掲載した課題・ソリューションに対して、提案・提案依頼を受信することがあります。受信

した場合は、内容を確認の上、検討結果を回答してください。なお、連絡先を開示せずに、プ

ラットフォーム上の非公開掲示板を活用し、提案・提案依頼の内容に関する質問や意見交換希

望有無の連絡等を行うことが可能です。非公開掲示板については、「3.6.2 非公開掲示板の活

用」を参照してください。 

提案・提案依頼を受信した際は、運営事務局からメールで通知されます。マイページ内の

「提案・依頼一覧」にてクリックしてください。 

なお、新着の提案・提案依頼もステータスは「未回答」で表示されます。 

  

 

※画面イメージは提案依頼のものです。 
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提案・提案依頼タイトルを選択し、内容画面にて詳細の確認ができます。 

提案・提案依頼の内容を確認後、質問または検討結果の回答を行ってください。検討状況の

選択後に自動でコメント欄に表示される定型文は、編集することが可能です。 

検討に時間を要している場合は、検討状況の選択肢から「検討中」を選択してください。実

際に検討を進めている場合であっても、検討状況が「未回答」のまま２カ月が経過すると、受

信した提案・提案依頼が自動的に取下げになりますので、ご注意ください。 

また、提案・依頼内容について質問等がある場合は、非公開掲示板より相手方へ連絡するこ

とができます。コメント欄に質問内容等を入力の上、「登録する」をクリックすると、非公開

掲示板に投稿されます。 
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意見交換を希望する場合は、検討状況の選択肢から「意見交換希望」を選択し、コメント欄

に連絡先情報等を入力してください。 

検討状況の選択肢について、提案を見送る場合は「見送り」、提案依頼を辞退する場合は

「辞退」を選択した上で、その理由に関する選択肢も選択してください。 

入力内容を登録すると、非公開掲示板に内容が反映されるとともに、相手方にメールで通知

されます。 
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3.5.6. 進捗状況に関するアンケートへの回答（提案および提案依頼受信

団体） 
提案または提案依頼を受信した団体は、検討結果の回答後、運営事務局からのアンケートへ

の回答をお願いいたします。 

検討結果の回答に応じたアンケートが非公開掲示板の下に表示されます。 

アンケート内「意見交換実施後の連携状況」で、「(B) 継続協議中」または「(C) 未定」と

回答した場合、運営事務局より進捗状況の確認メールを送付することがありますので、受信し

た際は回答をお願いいたします。 
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3.6. 掲示板の利用 

3.6.1. 公開掲示板の利用 
課題またはソリューションに対して、公開掲示板を活用し、登録内容に関する質問等の投稿

が可能です。公開掲示板は、課題またはソリューションの登録者が設置の有無を設定します。 

公開掲示板は、全会員に公開され、会員は誰でも閲覧及び投稿が可能です。投稿にあたり、

地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォームサイト利用規約の禁止事項（誹謗中傷の投稿禁止

等）を確認の上、活用してください。利用ルールに反すると判断した場合は、運営事務局が投

稿を削除する場合があります。ご了承ください。 

 

3.6.2. 非公開掲示板の利用 
課題・ソリューションに対し提案・提案依頼を受信した団体は、非公開掲示板にて、内容に

関する質問等の投稿が可能です。 

なお、提案・提案依頼を登録した団体は、相手方が非公開掲示板に初回投稿を行うまで投稿

することができません。また、提案・提案依頼の承認後、相手方が２カ月間「未回答」で有効

期限が切れた場合、または「見送り」と回答した場合、非公開掲示板は利用できなくなりま

す。 

 

 

  

https://future-city.go.jp/sdgs/platform_kiyaku.html
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3.7. 伴走支援窓口 

3.7.1. 伴走支援窓口の利用 
地域課題解決にむけて、地方公共団体等への支援実績がある事業者（伴走支援事業者）に対

し、伴走支援窓口を通じて相談や支援依頼をすることができます。 

伴走支援事業者への支援依頼は、トップページ「伴走支援窓口」より、各事業者の支援事例

一覧から資料末尾のソリューションＵＲＬにアクセスするか、伴走支援事業者一覧から各事業

者のソリューションページにアクセスの上、ソリューションページ下部「依頼登録」より行っ

てください。 

なお、支援内容や料金体系などは伴走支援事業者ごとに異なりますので、各事業者との個別

具体的なやりとりを開始する際は、前もってご確認ください。（確認不足などによる金銭関係

等のトラブル発生時に本プラットフォームは責任を負いかねます。） 

 

トップページの伴走支援窓口を選択する。 
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伴走支援窓口ページにて伴走支援事業者の事例・事業者情報を確認し、相談したい事業者の「

依頼・相談はこちら」ボタンを選択する。 

 

 

伴走支援事業者のソリューション内容を確認し、「依頼登録」を選択する。 
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提案依頼画面に相談事項を入力し、確認画面に進み依頼を登録する。 
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3.7.2. 伴走支援窓口の開設（新規伴走支援事業者はR6年度募集開始予

定） 
地域課題解決にむけて、地方公共団体等への支援実績がある民間団体等は、運営事務局に申

請し、承認を受けることで伴走支援事業者として窓口の開設や各種情報掲載を行うことができ

ます。申請に必要な資料や要項等の詳細はマイページ内「資料一覧」の「伴走支援窓口開設に

ついて」（新規伴走支援事業者募集開始時に掲載予定）を参照してください。 

なお、一度開設した伴走支援窓口を閉鎖する際は、運営事務局までメールにてご連絡くださ

い。 

 

「マイページ」より「資料一覧」を選択する。 

 

 

「資料一覧」内の「伴走支援窓口開設について」の資料をダウンロードし、必要事項等を確認

する。 
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4. 分科会開催 

4.1. 分科会の設置 

4.1.1. 分科会の設置申請 
会員は、共通課題の検討や知見の共有、異分野連携等を目的に、分科会の設置申請が可能で

す。分科会を設置する場合は、「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム 分科会規程」、

及び「分科会運営の手引き」を確認の上、申請してください。 

分科会の設置申請の受付期間は、毎年度始めから９月末までです。 

分科会の設置申請にあたっては、マイページ内「資料一覧」より「分科会実施計画書ひなが

た（概要）」（MicrosoftPowerPoint形式）ダウンロードし、分科会実施計画書を作成してくだ

さい。申請時には、作成した計画書をＰＤＦ形式でアップロードしていただきますので、ＰＤ

Ｆに変換したデータをご用意ください。 

 

 

分科会実施計画書が作成できたら、「分科会設置登録・管理」をクリックしてください。 
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分科会管理画面にて、「分科会を申請する」をクリックし、登録画面にて各項目を入力して

ください。 

また、作成したＰＤＦ形式の「分科会実施計画書（概要）」をアップロードしてください。 

「実施スケジュール」は、記載例を参考に入力してください。 

各項目の入力及びファイルのアップロードの完了後、画面下部の「確認画面へ進む」をクリ

ックしてください。 

 

内容確認画面にて、分科会設置に係る登録内容を確認の上、画面下部の「登録する」をクリ

ックしてください。 
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当月の申請分は、翌月末を目途に運営事務局にて承認可否を通知します。承認後、「分科

会」ページに掲載されます。 

なお、申請内容に対し、指摘・修正事項等がある場合は、運営事務局から修正依頼を行いま

す。その際、申請した分科会のステータスは「要修正」になります。修正依頼内容を確認の

上、修正してください。 

 

修正は、分科会詳細画面の「編集する」をクリックし、編集画面にて行ってください。修正

内容を入力後、画面下部の「確認画面へ進む」をクリックし、申請内容の再登録を行ってくだ

さい。 
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4.1.2. 分科会の継続設置申請 
前年度の分科会設置団体は、本年度も同分科会の継続設置申請が可能です。 

「4.1.1 分科会の設置申請」の流れと同様に、「分科会実施計画書（概要）」（ＰＤＦ形

式）を作成し、「分科会設置登録・管理」をクリックしてください。 

 

分科会管理画面にて、「分科会を申請する」をクリックし、登録画面にて各項目を入力して

ください。 

なお、申請区分については「継続」を選択後、前年度に自団体が設置した分科会を選択して

ください。 

 

 

「提案テーマ」以下の項目は前年度の内容が自動入力されますので、必要に応じて修正・更

新してください。 

以降の流れは、「4.1.1 分科会の設置申請」と同様です。  
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4.1.3. 設置した分科会の更新 
設置した分科会の情報を更新したい場合は、マイページ内の「分科会設置登録・管理」から

更新したい分科会を選択し、「編集する」より内容の更新を行ってください。 
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4.2. 分科会への参加 
会員は、興味・関心のある分科会へ参加することができます。 

画面上部のメニュー内の「分科会」にて、本年度設置中の分科会一覧が確認できます。 

 

興味・関心のある分科会を選択すると、分科会の活動概要等が閲覧できます。 

参加を希望する場合は、該当分科会の分科会詳細画面の「参加登録」ボタンから参加可能で

す。 

なお、参加する際に会員情報が「主催・窓口」団体に共有されることに同意が必要です。 

分科会の設置申請は、毎年度始めから９月末まで受け付けており、運営事務局の承認後、分

科会一覧へ順次掲載されます。毎年１０月末頃までは分科会が設置・掲載される可能性があり

ますので、定期的にご確認ください。 
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4.3. 参加メンバーの管理 

4.3.1. 参加メンバー一覧の確認・取得 
分科会設置団体および主催・窓口のユーザーは、自身が設置し、または主催・窓口となって

いる分科会の参加メンバー一覧の確認および一覧のダウンロード（ＣＳＶ形式）が可能です。 

「分科会」からメンバーを確認したい分科会をクリックし、分科会詳細画面下部にて確認・

ダウンロードを行ってください。 

 

 

4.3.2. 参加メンバーのメンバー区分変更 
分科会設置団体および主催・窓口のユーザーは、分科会参加メンバーの区分を変更すること

が可能です。 

分科会詳細画面下部にて、メンバー区分を変更したいユーザーについて「区分変更」をクリ

ックし、変更してください。 

 

 メンバー区分が「主催・窓口」のユーザーは「メンバー」へ、「メンバー」のユーザーは

「主催・窓口」へ区分変更可能です。  
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4.4. 分科会主催イベント・お知らせの掲載申請 

4.4.1. 分科会主催イベントの掲載申請 
分科会設置団体および主催・窓口のユーザーは、分科会主催イベント（分科会が主催または

共催する地方創生ＳＤＧｓの達成、地域課題の解決に資するイベント）について、ウェブサイ

トへの掲載申請が可能です。掲載を希望する場合は、イベント開催日の１カ月前までに申請し

てください。(応募・申請期限を定めて事例・作品などの収集等を目的に行うイベントは応募・

申請期限の１カ月前まで) 

なお、掲載は、１イベントにつき１回限りとします。 

イベント・お知らせ掲載申請画面にて、「分科会主催イベント」を選択し、各項目を入力し

てください。 

 

申請から掲載までの流れは「2.1.1 会員主催イベントの掲載申請」を参照してください。 
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ウェブサイトへの掲載は、イベント掲載申請のステータスが「承認」となっていることをご

確認の上、「分科会」よりご覧ください。 

掲載された「分科会主催イベント」は、メールマガジンにて会員へ共有されます。 

なお、メールマガジンは不定期の配信のため、配信時期によってはイベント開催後の配信と

なる場合がありますので、掲載申請は期限に余裕をもって行ってください。 

 

 

（注意）イベントの掲載期間は、当該年度末迄となります。当該年度末に自動的に掲載

終了となりますので、イベント開催日と掲載期間を十分ご確認の上、申請してください。 
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4.4.2. 分科会からのお知らせの掲載申請 
分科会設置団体および主催・窓口のユーザーは、分科会からのお知らせ（分科会活動の進捗

状況報告等）について、ウェブサイトへの掲載申請が可能です（１トピックにつき１回限りと

します）。 

※「分科会からのお知らせ」はメールマガジンには掲載されません。 

イベント・お知らせ掲載申請画面にて、「分科会からのお知らせ」を選択し、各項目を入力

してください。 

 

申請から掲載までの流れは「2.1.1 会員主催イベントの掲載申請」を参考にしてください。 

  

（注意）お知らせの掲載期間は、当該年度末迄となります。当該年度末に自動的に掲載

終了となりますので、掲載期間を十分ご確認の上、申請してください。 
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5. その他の機能 

5.1. ユーザーの管理 

5.1.1. ユーザーの追加登録 
会員は、自団体のメンバーとして複数のユーザーアカウントを追加できます。マイページ内

の「ユーザー管理」をクリックしてください。 

 

ユーザー管理画面下部の「アカウント追加」をクリックし、追加するアカウントの必要情報

を入力してください。 

入力完了後、「確認画面へ進む」をクリックし、確認画面へ進んでください。入力した内容

を確認の上、「登録する」ボタンをクリックしてください。 

画面上に「アカウント登録完了」と表示された後、追加したユーザーのメールアドレス宛に

通知メールが届きますので、追加されたユーザーにて、メールに記載のＵＲＬからログイン情

報の設定を行ってください。設定完了後に、「ユーザー管理」から新たに追加したユーザー情

報が確認できます。 
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5.1.2. ユーザーの削除 
プラットフォームを利用しなくなったユーザーアカウントの削除が可能です。マイページ内

の「ユーザーメニュー＞ユーザー管理」をクリックしてください。 

ユーザー管理画面のアカウントの右側に「削除」ボタンがありますので、削除したいユーザ

ーについてクリックしてください。(ユーザーアカウントが１つの場合は、削除できません。) 

アカウントが正しく削除された場合、ユーザー管理画面のアカウント一覧から該当のアカウ

ントが無くなります。 

  

アカウント一覧 
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5.2.メールマガジンの配信設定 
会員は、メールマガジンの配信停止または停止解除が可能です。マイページ内の「ユーザー

メニュー＞ユーザー管理」をクリックしてください。 

メールマガジンの配信を停止または停止解除するユーザーの「編集」をクリックしてくださ

い。 

メールマガジンの配信停止を希望する場合は、「メルマガ停止設定」にチェックを入れ、「

確認画面へ進む」をクリックしてください。メールマガジンの停止解除を希望する場合は、「

メルマガ停止設定」のチェックを解除し、「確認画面へ進む」をクリックしてください。 

登録内容確認画面にて、内容を確認の上、「登録・更新する」をクリックしてください。 

 

5.3. 各種資料のダウンロード 
マイページ内の「資料一覧」より各種手続き等に必要な書類をダウンロード可能です。 

各種手続きに必要な書類は、「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム会員活動の手引

き」または「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム分科会運営の手引き」を参照してく

ださい。 
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5.4. 問い合わせ 
「お問い合わせ／よくある質問」を参照しても不明点が解消できない場合は、問い合わせフ

ォームをご利用ください。 

マイページ内の「問い合わせ」をクリックしてください。 

 

問い合わせの登録画面にて、「問い合わせ区分」を選択し、「問い合わせ内容」を入力の

上、画面下部の「確認画面へ進む」をクリックしてください。 

登録内容確認画面にて、内容を確認の上、「登録する」をクリックしてください。運営事務

局にて受付後、順次メールにて回答いたします。 

お問い合わせの内容によっては、回答にしばらくお時間をいただく場合がございます。ご了

承ください。 

  

https://future-city.go.jp/platform/inquire/
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6. 改訂履歴 
リリース日 章・項・節 主な改訂内容 

2022/3/4 全章 新規作成 

2022/9/30 全章 UI/UX改修に伴う文言修正 

2023/1/20 全章 ・各章の構成変更 

・UI/UX改修に伴う文言修正 

2023/1/20 3.4 下記機能リリース等に伴う追記 

3.4 連携事例機能 

2023/3/27 2.1.1 UI/UX改修に伴う文言修正 

2023/3/27 4.1.1 UI/UX改修に伴う文言修正 

2023/3/27 4.1.2 UI/UX改修に伴う文言修正 

2023/3/27 4.2 UI/UX改修に伴う文言修正 

2023/3/27 4.3 UI/UX改修に伴う文言修正 

2023/3/27 4.4 UI/UX改修に伴う文言修正 

2023/5/25    2.1.1 メールマガジン運用方針の変更に伴う文言追記 

2023/5/25 4.4.1 メールマガジン運用方針の変更に伴う文言追記 

2023/8/18 3.2 

3.5 

課題フォロー機能・まとめて提案機能・課題引用登

録機能リリースに伴う追記 

2023/9/15 2.1.2 

4.4.2 

会員活動等及び分科会活動等の情報共有・発信に関

する追記・修正 

2024/2/1 3.7 伴走支援窓口リリースに伴う文言追記 

2024/2/1 3.2.1 掲載期限終了後の課題の取扱方法変更に伴う文言追

記 

2024/3/4 全章 ヘッダーメニュー変更に伴う画像差し替え 

 


